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(57)【要約】
【課題】見栄えが良好で施工も容易な凹凸壁面を提供す
る。
【解決手段】厚さの異なる化粧シート貼り壁材Ａ，Ｂと
壁材Ｃを水平方向および上下方向に任意に組み合わせて
壁面構造１０を得る。各壁材の長辺に沿って雄実１３，
１７および雌実１４，１８が形成され、これらの嵌合に
より壁材同士が上下方向に連接される。水平方向の連接
は、壁材Ａ，Ｂ同士は側面を突き当て、壁材Ｃ同士は雄
実１９と雌実２０との嵌合により、壁材ＡまたはＢと壁
材Ｃとの間は前者の切欠１５に後者の雄実１９を収容さ
せた状態で側面同士を突き当てることにより、それぞれ
行う。ステープルなどの固定具１５を各壁材の長辺に沿
う雄実から打ち込むことにより、各壁材が床下地に強固
に固定される。壁面構造の外周縁に縁材２３を設けて基
材露出面を覆い、または外周縁における基材露出面に塗
装を施すことができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
壁面を構成するために用いられる壁材セットであって、所定の長さ、幅および厚さを有す
る第一の壁材と、第一の壁材と幅が同じで厚さが異なる第二の壁材とをそれぞれ複数枚揃
え、第一の壁材は、基材の一対の長辺に沿って互いに嵌合可能な雄実および雌実が形成さ
れると共に、基材の一対の短辺に沿って裏面側に切欠が形成され、基材の表面から雄実、
雌実および切欠に至る部分の側面にかけて化粧シートが貼着されており、第二の壁材は、
基材の一対の長辺に沿って互いに嵌合可能な雄実および雌実が形成されると共に、基材の
一対の短辺に沿って互いに嵌合可能な雄実および雌実が形成され、基材の表面に化粧シー
トが貼着されており、第一の壁材の長辺に沿う雄実または雌実は第二の壁材の長辺に沿う
雌実または雄実と嵌合可能であり、且つ、第一の壁材の短辺に沿う切欠は第二の壁材の短
辺に沿う雄実を収容可能であると共に、該切欠の表面側に残される側面が第二の壁材の短
辺に沿う雄実および雌実の表面側に残される側面の少なくとも一部を覆う大きさを有する
ことを特徴とする、壁材セット。
【請求項２】
前記第一の壁材は、異なる長さを有する複数種からなることを特徴とする、請求項１記載
の壁材セット。
【請求項３】
前記第二の壁材は、前記第一の壁材の長さより十分に大きい長さを有して任意長さにカッ
ト可能であることを特徴とする、請求項１または２記載の壁材セット。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれか記載の壁材セットを用いて構成される壁面構造であって、前
記第一の壁材と、前記第二の壁材またはその長さを任意にカットして得た第二の壁材とが
水平方向および上下方向に任意に組み合わされた配置で壁下地に取り付けられてなり、第
一の壁材同士が水平方向に連接される場合はそれらの側面同士が突き合わされ、第二の壁
材同士が水平方向に連接される場合はそれらの短辺に沿う雄実と雌実とが嵌合され、第一
の壁材と第二の壁材の雌実形成面とが水平方向に連接される場合はそれらの側面同士が突
き合わされ、第一の壁材と第二の壁材の雄実形成面とが水平方向に連接される場合は第一
の壁材の切欠に第二の壁材の短辺に沿う雄実が収容された状態でそれらの側面同士が突き
合わされ、第一の壁材同士または第二の壁材同士または第一の壁材と第二の壁材とが上下
方向に連接される場合は隣接する壁材の長辺に沿う雄実と雌実とが嵌合されており、第一
の壁材と第二の壁材の厚さが異なることによりこれらを水平方向および／または上下方向
に隣接させたときに生ずる段差面を含めてすべての表面が化粧シートで覆われ、壁材同士
の連接部において基材面が露出しないことを特徴とする、壁面構造。
【請求項５】
第一の壁材および第二の壁材は、それらの長辺に沿う雄実から打ち込まれる固定具で床下
地に固定されることを特徴とする、請求項４記載の壁面構造。
【請求項６】
壁面構造の外周縁に縁材が設けられることを特徴とする、請求項４または５記載の壁面構
造。
【請求項７】
前記縁材は、壁面構造の外周縁に露出する壁材側面に略当接または間隔を空けて対向する
側面被覆部と、該側面被覆部から壁材表面に略当接または間隔を空けて対向する表面被覆
部とから断面略Ｌ字形に形成されることを特徴とする、請求項６記載の壁面構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、室内などの壁下地に取り付けて（または既設の壁の上に取り付けて）壁面を構
成するために用いられる壁材セット、および、この壁材セットを用いて構築される壁面構
造に関する。
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【背景技術】
【０００２】
特許文献１には、厚さが異なる２種類以上の壁材を各複数枚用意し、最少厚の壁材には基
材の表面に天然木シートがあらかじめ貼着され、最少厚以外の壁材には基材の表面、側面
および木口面に天然木シートがあらかじめ貼着され、これらを適宜に組み合わせて壁面を
構成することが記載されており、凹凸によって木目が複雑に現れることから、居住空間に
自然との共生感、落ち着いたゆとりや高級感を醸し出すことができるものとされている。
最小厚の壁材において基材が露出する側面および木口面には、該厚さと同幅の天然木テー
プを現場で貼着することにより、基材の露出面を隠蔽し、意匠性の低下を防止している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１５３４３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、特許文献１記載の従来技術によると、壁材の側面・木口面に嵌合用の実が
形成されていない。このため、隣接する壁材同士を密接させながら施工する作業を円滑に
行うことができず、施工不良や施工後の壁材の収縮などによって壁材同士の間に目隙が生
じて、外観を低下させる恐れがある。
【０００５】
また、実が形成されていないことから、実の凸部（雄実）から釘やステープルなどの固定
具を打ち込んで壁下地に強固に固定することができない。特許文献１では、壁材の裏面に
両面テープを設けておいて壁下地に貼着するものとしているが、固定強度が不足し、壁材
が落下する危険性がある。両面テープに代えて接着剤を用いて壁下地に固定する場合も同
様である。
【０００６】
したがって、本発明が解決しようとする課題は、厚さが異なる２種類以上の壁材を用いて
壁面を構成するに当たり、壁材を壁下地に強固に固定することができ、隣接する壁材同士
を密接させながら施工する作業も円滑に行うことができ、且つ、施工後の見栄えも良好に
なるような新規な技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
この課題を解決するため、本願の請求項１に係る発明は、壁面を構成するために用いられ
る壁材セットであって、所定の長さ、幅および厚さを有する第一の壁材と、第一の壁材と
幅が同じで厚さが異なる第二の壁材とをそれぞれ複数枚揃え、第一の壁材は、基材の一対
の長辺に沿って互いに嵌合可能な雄実および雌実が形成されると共に、基材の一対の短辺
に沿って裏面側に切欠が形成され、基材の表面から雄実、雌実および切欠に至る部分の側
面にかけて化粧シートが貼着されており、第二の壁材は、基材の一対の長辺に沿って互い
に嵌合可能な雄実および雌実が形成されると共に、基材の一対の短辺に沿って互いに嵌合
可能な雄実および雌実が形成され、基材の表面に化粧シートが貼着されており、第一の壁
材の長辺に沿う雄実または雌実は第二の壁材の長辺に沿う雌実または雄実と嵌合可能であ
り、且つ、第一の壁材の短辺に沿う切欠は第二の壁材の短辺に沿う雄実を収容可能である
と共に、該切欠の表面側に残される側面が第二の壁材の短辺に沿う雄実および雌実の表面
側に残される側面の少なくとも一部を覆う大きさを有することを特徴とする。
【０００８】
本願の請求項２に係る発明は、請求項１記載の壁材セットにおいて、前記第一の壁材は、
異なる長さを有する複数種からなることを特徴とする。
【０００９】
本願の請求項３に係る発明は、請求項１または２記載の壁材セットにおいて、前記第二の
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壁材は、前記第一の壁材の長さより十分に大きい長さを有して任意長さにカット可能であ
ることを特徴とする。
【００１０】
本願の請求項４に係る発明は、請求項１ないし３のいずれか記載の壁材セットを用いて構
成される壁面構造であって、前記第一の壁材と、前記第二の壁材またはその長さを任意に
カットして得た第二の壁材とが水平方向および上下方向に任意に組み合わされた配置で壁
下地に取り付けられてなり、第一の壁材同士が水平方向に連接される場合はそれらの側面
同士が突き合わされ、第二の壁材同士が水平方向に連接される場合はそれらの短辺に沿う
雄実と雌実とが嵌合され、第一の壁材と第二の壁材の雌実形成面とが水平方向に連接され
る場合はそれらの側面同士が突き合わされ、第一の壁材と第二の壁材の雄実形成面とが水
平方向に連接される場合は第一の壁材の切欠に第二の壁材の短辺に沿う雄実が収容された
状態でそれらの側面同士が突き合わされ、第一の壁材同士または第二の壁材同士または第
一の壁材と第二の壁材とが上下方向に連接される場合は隣接する壁材の長辺に沿う雄実と
雌実とが嵌合されており、第一の壁材と第二の壁材の厚さが異なることによりこれらを水
平方向および／または上下方向に隣接させたときに生ずる段差面を含めてすべての表面が
化粧シートで覆われ、壁材同士の連接部において基材面が露出しないことを特徴とする。
【００１１】
本願の請求項５に係る発明は、請求項４記載の壁面構造において、第一の壁材および第二
の壁材は、それらの長辺に沿う雄実から打ち込まれる固定具で床下地に固定されることを
特徴とする。
【００１２】
本願の請求項６に係る発明は、請求項４または５記載の壁面構造において、壁面構造の外
周縁に縁材が設けられることを特徴とする。
【００１３】
本願の請求項７に係る発明は、請求項６記載の壁面構造において、前記縁材は、壁面構造
の外周縁に露出する壁材側面に略当接または間隔を空けて対向する側面被覆片と、該側面
被覆片から壁材表面に略当接または間隔を空けて対向して内方に所定長さ延長する表面被
覆片とから断面略Ｌ字形に形成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
請求項１に係る発明によれば、厚さの異なる第一および第二の壁材を任意に組み合わせる
ことにより、多種多様な外観の凹凸壁面を構成することができる。第一および第二の壁材
は、厚さが異なるものの、長辺同士は実嵌合により、短辺同士は第一の壁材の切欠に第二
の壁材の雄実を収容させることにより、いずれも隙間なく密接させることができるので、
施工が容易であり、且つ、連接部において基材面が露出することがないので、施工後の見
栄えが良好である。第一の壁材の短辺側には雄実が形成されないので、第二の壁材と連接
する際に雄実を切除する必要がなく、施工手間が掛からない。また、第二の壁材には、そ
の長辺および短辺に沿って雄実および雌実が形成されているので、第二の壁材のみを組み
合わせて壁面を構成することが可能である。
【００１５】
請求項２に係る発明によれば、異なる長さの第一の壁材同士を組み合わせたり、これらを
第二の壁材と組合わせることができるので、壁面を構成する際の設計の自由度が向上する
。
【００１６】
請求項３に係る発明によれば、第二の壁材が長尺に形成されて自由にカット可能であるの
で、壁面を構成する際の設計の自由度が向上する。
【００１７】
請求項４に係る発明によれば、厚さの異なる第一および第二の壁材を任意に組み合わせる
ことにより、多種多様な外観の凹凸壁面を構成することができる。第一および第二の壁材
は、厚さが異なるものの、長辺同士は実嵌合により、短辺同士は第一の壁材の切欠に第二



(5) JP 2017-166237 A 2017.9.21

10

20

30

40

50

の壁材の雄実を収容させることにより、いずれも隙間なく密接させることができるので、
施工が容易であり、且つ、連接部において基材面が露出することがないので、施工後の見
栄えが良好である。第一の壁材の短辺側には雄実が形成されないので、第二の壁材と連接
する際に雄実を切除する必要がなく、施工手間が掛からない。
【００１８】
請求項５に係る発明によれば、第一および第二の壁材の長辺に沿う雄実を利用して釘やス
テープルなどの固定具を打ち込むことにより、各壁材が壁下地に固定されるので、強固な
固定が可能である。第一および第二の壁材はいずれも長辺に沿って延長する雄実を有し、
これらの壁材をどのように組み合わせた場合であっても、壁面構造の水平方向全長に亘っ
て雄実が延長することになり、多数の固定具を打ち込んで強固に固定することができる効
果が発揮される。
【００１９】
請求項６に係る発明によれば、壁面構造の外周縁に露出する壁材の基材面を縁材で覆うこ
とができるので、基材面が外周縁に露出することによる見栄えの低下を防ぐと共に、縁材
による意匠性の向上を図ることができる。
【００２０】
請求項７に係る発明によれば、縁材の表面被覆片の内方突出長を十分に与えることにより
、壁面構造の外周縁に露出する壁材側面との間に隙間が設けられていても、該壁材側面の
露出を覆い隠すことができる。また、壁面構造の外周縁に壁材の雄実が存在する場合であ
っても、これを切除することなくそのままの状態で先端面を縁材の側面被覆片に当接させ
た状態として、雄実が表面側から見えてしまうことを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態（実施例１）による壁面構造の正面図である。
【図２】この壁面構造を構築する壁材（第一の壁材）の正面図（ａ）、平面図（ｂ）、左
側面図（ｃ）、右側面図（ｄ）および底面図（ｅ）である。
【図３】この壁面構造を構築する他の壁材（第二の壁材）の正面図（ａ）、平面図（ｂ）
、左側面図（ｃ）、右側面図（ｄ）および底面図（ｅ）である。
【図４】図１中Ａ－Ａ断面図である。
【図５】図１中Ｂ－Ｂ断面図である。
【図６】図１中Ｃ－Ｃ断面図である。
【図７】図１中Ｄ－Ｄ断面図である。
【図８】図１中Ｅ－Ｅ断面図である。
【図９】図１中Ｆ－Ｆ断面図である。
【図１０】図１中Ｇ－Ｇ断面図である。
【図１１】図１中Ｈ－Ｈ断面図である。
【図１２】図１中Ｉ－Ｉ断面図である。
【図１３】図１中Ｊ－Ｊ断面図である。
【図１４】図１中Ｋ－Ｋ断面図である。
【図１５】図１中Ｌ－Ｌ断面図である。
【図１６】図１中Ｍ－Ｍ断面図である。
【図１７】本発明の他実施形態（実施例２）による壁面構造における図１３と同様の断面
図である。
【図１８】実施例２の壁面構造における図１４と同様の断面図である。
【図１９】実施例２の壁面構造における図１５と同様の断面図である。
【図２０】実施例２の壁面構造における図１６と同様の断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
以下に実施例を挙げて本発明について詳細に説明する。
【実施例１】



(6) JP 2017-166237 A 2017.9.21

10

20

30

40

50

【００２３】
図１は本発明の一実施形態（実施例１）による壁面構造１０の正面図である。この壁面構
造１０は、各複数枚の平面視矩形状壁材Ａ，Ｂ，Ｃをランダムに組み合わせて高さ方向お
よび左右方向に連接させて壁下地１１上に施工して構成されている。壁材の組合せ状態を
示すために、図１において、壁材Ａは粗めの斜線を施して示され、壁材Ｂは細めの逆方向
の斜線を施して示され、壁材Ｃは白無地で示されている。
【００２４】
この実施例において、壁材Ａは、厚さ１２ｍｍ、長さ３００ｍｍ、幅１４３ｍｍであり、
壁材Ｂは、厚さ１２ｍｍ、長さ６００ｍｍ、幅１４３ｍｍであり、壁材Ｃは、厚さ６ｍｍ
、幅１４３ｍｍであって、長さは配置される位置により異なる。すなわち、壁材Ａ，Ｂ，
Ｃはいずれも同一幅を有し、壁材Ａと壁材Ｂはさらに厚さも同一であるが長さが異なり、
壁材Ｃは壁材Ａ，Ｂとは厚さが異なりこれらより薄く、且つ、長さは固定されておらず元
々の寸法である９００ｍｍから適宜にカットされた寸法を有する。
【００２５】
また、これら壁材Ａ，Ｂ，ＣはいずれもＭＤＦを基材として少なくともその表面に木目調
の化粧シートが貼着された構成を有するが、その基材の形状および化粧シートの貼着状態
が、壁材Ａ，Ｂと壁材Ｃとでは異なっている。この点について、壁材Ａ，Ｂの六面図であ
る図２および壁材Ｃの六面図である図３を参照して説明する。
【００２６】
まず、基材の形状について説明すると、壁材Ａ，Ｂの基材１２の一対の長辺に沿って雄実
１３および雌実１４が形成され、一対の短辺に沿って裏面側（壁下地１１に接する側）に
切欠１５，１５が形成されているのに対し、壁材Ｃの基材１６の一対の長辺に沿って雄実
１７および雌実１８が形成されると共に、一対の短辺に沿って雄実１９および雌実２０が
形成されている。壁材Ａ，Ｂの長辺に沿って形成される雄実１３および雌実１４と、壁材
Ｃの長辺に沿って形成される雄実１７および雌実１８は、同じ位置（裏面からの厚さ方向
位置）に互いに嵌合可能な形状に形成されている。また、壁材Ａ，Ｂの基材１２の一対の
短辺に沿って裏面側に形成される切欠１５の寸法は、その短辺方向の寸法ｄ１が壁材Ｃの
雄実１７の突出長を十分に上回るものとされ、その厚さ方向の寸法ｄ２が壁材Ｃの雄実１
７の表面までの距離に略等しくなるように設定されている。
【００２７】
次に、壁材Ａ，Ｂ，Ｃにおける化粧シート貼着状態について説明すると、壁材Ａ，Ｂでは
、基材１２の表面および四側面（雄実１３，雌実１４，切欠１５の形成部分を除く基材１
２表面側に残る木口面）に木目調の化粧シート２１が貼着されているのに対し、壁材Ｃで
は、基材１６の表面のみに同様の化粧シート２２が貼着され、側面には化粧シート２２が
貼着されずに基材１６の木口面が露出している。
【００２８】
なお、図３は、カットする前の長さ９００ｍｍの壁材Ｃを示すものであり、既述したよう
に、壁面構造１０を構築する際には、これを適宜の長さにカットして用いる。
【００２９】
図４ないし図８は、図１の壁面構造１０において、壁材の短辺同士の連接状態を示す断面
図である。
【００３０】
図１中Ａ－Ａ断面図である図４は、壁材Ｃ同士の短辺連接状態を示す。壁材Ｃには一対の
短辺に沿って雄実１９および雌実２０が形成されているので、これらの嵌合を介して壁材
Ｃ同士を短辺に沿って密実に嵌合させることができる。この連接部においては、壁材Ｃの
化粧シート非貼着面である木口面は露出しないので意匠性を低下させることがなく、壁材
Ｃの表面に貼着された化粧シート２２同士が連続して化粧面を与える。壁材Ｃ同士を短辺
に沿って連接する場合は、元々の壁材Ｃの端部に相当する壁材（端材）において長さ方向
カット面とは反対側に残される雄実１９および雌実２０を生かして、図４に示すように実
嵌合を介して連接することが好ましい。
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【００３１】
図１中Ｂ－Ｂ断面図である図５は、壁材Ｂと長さカット後の壁材Ｃの短辺連接状態を示す
。壁材Ｂには一対の短辺に沿って前記形状および寸法の切欠１５が形成されているので、
雄実１９が切除された壁材Ｃの基材木口面の表面側が、壁材Ｂの側面に貼着された化粧シ
ート２１で覆われて該木口面が露出せず、壁材Ｃの表面に貼着された化粧シート２２と、
壁材Ｂの側面および表面に貼着された化粧シート２１とが連続して化粧面を与える。
【００３２】
図１中Ｃ－Ｃ断面図である図６は、壁材Ｂと壁材Ｃの雄実１９側との短辺連接状態を示す
。図３に示すように、元々の壁材Ｃの四側面には実が形成されているので、長さをカット
した後の壁材Ｃであっても、元々の壁材Ｃの端部に相当する壁材Ｃでは、そのカット面と
は反対側に実が残されることになる。このように実（雄実１９）が残っている壁材Ｃを壁
材Ｂに連接させる場合であっても、壁材Ｂには一対の短辺に沿って前記形状および寸法の
切欠１５が形成されているので、壁材Ｃの雄実１９を切欠１５内に収めることができ、且
つ、壁材Ｂの側面に貼着された化粧シート２１が壁材Ｃの化粧シート非貼着面である木口
面を覆うので、該木口面が露出せず、壁材Ｃの表面に貼着された化粧シート２２と、壁材
Ｂの側面および表面に貼着された化粧シート２１とが連続して化粧面を与える。
【００３３】
図１中Ｄ－Ｄ断面図である図７は、壁材Ａと壁材Ｃの雌実２０側との短辺連接状態を示す
。この場合は、壁材Ａの切欠１５と壁材Ｃの雌実２０とは互いに何ら干渉せず、それらの
木口面同士が当接することになる。すなわち、壁材Ａの側面に貼着された化粧シート２１
が壁材Ｃの化粧シート非貼着面である木口面を覆うので、該木口面が露出せず、壁材Ｃの
表面に貼着された化粧シート２２と、壁材Ａの側面および表面に貼着された化粧シート２
１とが連続して化粧面を与える。
【００３４】
図１中Ｅ－Ｅ断面図である図８は、壁材Ａと壁材Ｂとの短辺連接状態を示す。この場合は
、壁材Ａの切欠１５と壁材Ｂの雌実１５とは互いに何ら干渉せず、それらの木口面同士が
当接することになり、壁材Ａ，Ｂの表面に貼着された化粧シート２１同士が連続して化粧
面を与える。
【００３５】
図９ないし図１２は、図１の壁面構造１０において、壁材の長辺同士の連接状態を示す断
面図である。これらの図から明らかなように、壁材の長辺同士の連接は、いずれの場合で
あっても、壁材の長辺に沿って形成された雄実と雌実との嵌合を介して行われる。
【００３６】
図１中Ｅ－Ｅ断面図である図９は、壁材Ｃ同士の長辺連接状態を示す。壁材Ｃには一対の
長辺に沿って雄実１７および雌実１８が形成されているので、これらの嵌合を介して壁材
Ｃ同士を長辺に沿って密実に嵌合させることができる。この連接部においては、壁材Ｃの
化粧シート非貼着面である木口面は露出しないので意匠性を低下させることがなく、壁材
Ｃの表面に貼着された化粧シート２２同士が連続して化粧面を与える。
【００３７】
図１中Ｆ－Ｆ断面図である図１０は、壁材Ｂと壁材Ｃの長辺連接状態を示す。ここでは、
壁材Ｂの雌実１４と壁材Ｃの雄実１７との嵌合を介して壁材Ｂ，Ｃ同士が長辺に沿って密
実に嵌合されている。この連接部においては、壁材Ｃの化粧シート非貼着面である木口面
は露出しないので意匠性を低下させることがなく、壁材Ｃの表面に貼着された化粧シート
２２と、壁材Ｂの側面および表面に貼着された化粧シート２１とが連続して化粧面を与え
る。
【００３８】
図１中Ｇ－Ｇ断面図である図１１は、壁材Ａと壁材Ｃの長辺連接状態を示す。ここでは、
壁材Ａの雄実１３と壁材Ｃの雌実１８との嵌合を介して壁材Ａ，Ｃ同士が長辺に沿って密
実に嵌合されている。この連接部においては、壁材Ｃの化粧シート非貼着面である木口面
は露出しないので意匠性を低下させることがなく、壁材Ｃの表面に貼着された化粧シート
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２２と、壁材Ａの側面および表面に貼着された化粧シート２１とが連続して化粧面を与え
る。
【００３９】
図１中Ｈ－Ｈ断面図である図１２は、壁材Ａと壁材Ｂの長辺連接状態を示す。ここでは、
壁材Ａの雄実１３と壁材Ｂの雌実１４との嵌合を介して壁材Ａ，Ｂ同士が長辺に沿って密
実に嵌合されている。この連接部においては、壁材Ａ，Ｂの表面に貼着された化粧シート
２１同士が連続して化粧面を与える。
【００４０】
なお、壁材Ａと壁材Ｂとは長さが異なるだけで、切欠１５を含む形状や厚さなどの条件は
全く同一であるから、図４ないし図１２において、壁材Ａが壁材Ｂに代わり、あるいは壁
材Ｂが壁材Ａに代わった場合も、図示と同一の連接状態となる。
【００４１】
壁面構造１０は、一般に、複数枚の壁材Ａ～Ｃを図４ないし図８に示すようにしてそれら
の短辺同士を連接させて列を形成し、さらに、図９ないし図１２に示すようにして各列を
構成する壁材Ａ～Ｃの長辺同士を実嵌合させることにより複数列を上下方向に連接させて
得られる。この場合、壁面構造１０の幅寸法は任意に設定され、それに応じて壁材Ｃの長
さをカットして用いることになるが、高さ寸法は壁材Ａ～Ｃの共通幅（この実施例では１
４３ｍｍ）に列数（この実施例では６）を乗した数値となる。しかしながら、壁材Ａ～Ｃ
にはいずれもその長辺に沿って雄実１３，１７および雌実１４，１８が形成されているの
で、このようにして構成される壁面構造１０の上下いずれかの側縁には、最上端または最
下端の列を構成する壁材Ａ～Ｃの長辺に沿って形成されている雄実１３，１７が突出した
状態で残されることになり、美観を損ねる。したがって、この雄実１３，１７を切除する
ことが好ましい。しかしながら、雄実を切除すると基材面が露出することになるので、こ
れを隠すために、図１の壁面構造１０では、側面被覆片２３ａと表面被覆片２３ｂとを有
して断面Ｌ字状に形成される縁材２３を用いている。縁材２３を用いることで、雄実切除
後の基材面の露出を防ぐだけでなく、壁面構造１０の外周縁に露出する壁材Ａ～Ｃの雌実
１４，１８，２０も隠蔽することができるので、美観を高める上で有効である。縁材２３
は任意材料で形成して良いが、この実施例では木質材が用いられ、釘やステープルなどの
固定具２４を壁下地に打ち込んで、壁材の表面端部から側面を覆うようにして壁下地に固
定している。縁材２３の固定に際しては、接着剤や両面テープなどを併用しても良い。ま
た、縁材２３の高さは、壁材Ａ，Ｂの厚さ（この実施例では１２ｍｍ）と略同一である。
【００４２】
図１中Ｊ－Ｊ断面図である図１３は、両端に壁材Ｃが位置する上下方向断面における縁材
２３の配置状態を示す。同図下に示すように、壁材Ｃの雌実１８が壁面構造１０の上下い
ずれかの縁に存在する場合は、縁材２３に干渉しないので、そのまま縁材２３の側面被覆
片２３ａで表面端部から側面を完全に被覆することができ、これにより側面被覆片２３ａ
と表面被覆片２３ｂとで雌実１８を確実に隠蔽することができる。壁材Ｃの上下いずれか
の縁に雄実１７が存在する場合は、同図上に示すように、これを切除して平坦面とした上
で、縁材２３の側面被覆片２３ａで表面端部から側面を完全に被覆するように設ける。こ
れにより雄実切除後に現れる壁材Ｃの基材面１７’を側面被覆片２３ａと表面被覆片２３
ｂとで確実に隠蔽することができる。
【００４３】
図１中Ｋ－Ｋ断面図である図１４は、両端に壁材Ａ，Ｂが位置する上下方向断面における
縁材２３の配置状態を示す。同図下に示すように、壁材Ａ，Ｂの雌実１４が壁面構造１０
の上下いずれかの縁に存在する場合は、縁材２３に干渉しないので、そのまま縁材２３の
側面被覆片２３ａで表面端部から側面を完全に被覆することができ、これにより側面被覆
片２３ａと表面被覆片２３ｂとで雌実１４を確実に隠蔽することができる。壁材Ａ，Ｂの
上下いずれかの縁に雄実１３が存在する場合は、同図上に示すように、これを切除して平
坦面とした上で、縁材２３の側面被覆片２３ａで表面端部から側面を完全に被覆する。こ
れにより雄実切除後に現れる壁材Ａ，Ｂの基材面１３’を側面被覆片２３ａと表面被覆片
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２３ｂとで確実に隠蔽することができる。
【００４４】
図１中Ｌ－Ｌ断面図である図１５は、両端に壁材Ａ，Ｂ（両端がいずれも壁材Ａまたは壁
材Ｂである場合も同じ）が位置する左右方向断面における縁材２３の配置状態を示す。縁
材２３は、側面被覆片２３ａで壁材Ａ，Ｂの表面端部から側面を完全に被覆するように設
けられるので、切欠１５を隠蔽することができる。
【００４５】
図１中Ｍ－Ｍ断面図である図１６は、両端に壁材Ｃが位置する短辺側断面における縁材２
３の配置状態を示す。同図左に示すように、壁材Ｃの雌実２０が壁面構造１０の左右いず
れかの縁に存在する場合は、縁材２３に干渉しないので、そのまま縁材２３の側面被覆片
２３ａで表面端部から側面にかけて完全に被覆するように設けることができ、これにより
雌実２０を確実に隠蔽することができる。壁材Ｃの雄実１９が壁面構造１０の左右いずれ
かの縁に存在する場合は、同図右に示すように、これを切除して平坦面とした上で、縁材
２３の側面被覆片２３ａで表面端部から側面を完全に被覆するように設ける。これにより
雄実切除後に現れる壁材Ｃの基材面１９’を確実に隠蔽することができる。
【００４６】
なお、縁材２３の高さを壁材Ａ，Ｂの厚さと略同一にする場合、壁材Ａ，Ｂに対してはそ
の表面端部に略密接することになる（図１４，図１５）が、これらより薄い壁材Ｃに対し
てはその表面から離れて位置することになる（図１３，図１６）。しかしながら、縁材２
３の表面被覆片２３ｂの内方への突出長を十分に大きくすることにより、壁材Ｃについて
もその端部を確実に隠蔽して、見栄えを良好に維持することができる。
【実施例２】
【００４７】
実施例１のように縁材２３を用いる場合、縁材２３の表面被覆片２３ｂの内方突出長を十
分に大きく取れば、必ずしも外周に現れる雄実を切除する必要がなく、また、縁材２３を
壁材側面に密接させる必要もなく、隙間があっても良いことになる。この状態が図１７な
いし図２０に示されている。これらの図は、実施例１における図１３ないし図１６にそれ
ぞれ対応する。
【００４８】
図１７に示される上下方向断面においては、壁面構造１０の下端に位置する壁材Ｃの側面
（雌実１８を有する）と縁材２３の側面被覆片２３ａとの間に隙間２５が開いているが、
縁材２３を内方に十分な長さだけ突出させることにより、この隙間２５を隠蔽している。
また、この実施例では、壁面構造１０の上端に位置する壁材Ｃの雄実１７を切除すること
なく、そのまま残した状態で雄実１７の先端面を縁材２３の側面被覆片２３ａの内側面に
突き当てているが、縁材２３の表面被覆片２３ｂを内方に十分な長さ突出させることによ
り、壁材Ｃの側面と縁材２３の側面被覆片２３ａの内側面との間の隙間２６を隠蔽するこ
とができる。
【００４９】
図１８に示される上下方向断面においては、壁面構造１０の下端に位置する壁材Ａまたは
壁材Ｂの側面（雌実１４を有する）と縁材２３の側面被覆片２３ａとの間に隙間２７が開
いているが、縁材２３の表面被覆片２３ｂを内方に十分な長さだけ突出させることにより
、この隙間２７を隠蔽している。また、この実施例では、壁面構造１０の上端に位置する
壁材Ａまたは壁材Ｂの雄実１３を切除することなく、そのまま残した状態で雄実１３の先
端面を縁材２３の側面被覆片２３ａの内側面に突き当てているが、縁材２３の表面被覆片
２３ｂを内方に十分な長さ突出させることにより、壁材Ｃの側面と縁材２３の側面被覆片
２３ａの内側面との間の隙間２８を隠蔽することができる。
【００５０】
図１９に示される左右方向断面においては、壁面構造１０の左右両端に位置する壁材Ａま
たは壁材Ｂの側面（切欠１５を有する）と縁材２３の側面被覆片２３ａとの間に隙間２９
，３０が開いているが、縁材２３の表面被覆片２３ｂを内方に十分な長さだけ突出させる
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ことにより、隙間２９，３０を隠蔽している。
【００５１】
図２０に示される左右方向断面においては、壁面構造１０の左端に位置する壁材Ｃの側面
（雌実２０を有する）と縁材２３の側面被覆片２３ａとの間に隙間３１が開いているが、
縁材２３の表面被覆片２３ｂを内方に十分な長さだけ突出させることにより、この隙間３
１を隠蔽している。また、この実施例では、壁面構造１０の右端に位置する壁材Ｃの雄実
１９を切除することなく、そのまま残した状態で雄実１９の先端面を縁材２３の側面被覆
片２３ａの内側面に突き当てているが、縁材２３の表面被覆片２３ｂを内方に十分な長さ
突出させることにより、壁材Ｃの側面と縁材２３の側面被覆片２３ａ内側面との間の隙間
３２を隠蔽することができる。
【実施例３】
【００５２】
実施例１および実施例２では、図１の壁面構造１０において、縁材２３を用いて雄実切除
後に周縁に表れる基材木口面を隠蔽しているが、これに代えて、該基材木口面に、化粧シ
ート２１，２２に同調させた色の塗装を施しても良い。このような実施形態も、本発明の
範囲内である。
【符号の説明】
【００５３】
Ａ，Ｂ　厚い壁材
Ｃ　薄い壁材（フリーカット）
１０　壁面構造
１１　壁下地
１２　壁材Ａ，Ｂの基材
１３　壁材Ａ，Ｂの長辺に沿う雄実
１３’　雄実１３切除後の基材面
１４　壁材Ａ，Ｂの長辺に沿う雌実
１５　壁材Ａ，Ｂの短辺に沿う切欠
１６　壁材Ｃの基材
１７　壁材Ｃの長辺に沿う雄実
１７’　雄実切除後の基材面
１８　壁材Ｃの長辺に沿う雌実
１９　壁材Ｃの短辺に沿う雄実
２０　壁材Ｃの短辺に沿う雌実
２１　壁材Ａ，Ｂに貼着される化粧シート
２２　壁材Ｃに貼着される化粧シート
２３　縁材
　２３ａ　側面被覆片
　２３ｂ　表面被覆片
２４　ステープル
２５～３２　隙間
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